
平成21年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

平成21年12月８日（火） 

                                           

       

○議長（中西峰雄君）続いて順番10、４番 松

浦君。 

〔４番（松浦健次君）登壇〕 

○４番（松浦健次君）私も清水さんのまくら

言葉に触発されまして、一つまくらを置いて

みたいと思います。 

 今年の流行語大賞は「政権交代」というふ

うになったそうですが、私としては「こんな

はずではなかった」というのが実態をとらえ

ているんじゃないかと思います。自民党にし

ては、今までの惰性で無責任、選挙に大敗、

こんなはずではなかったと今頃反省しても遅

いということなんですけれども、民主党は素

人の寄せ集め的集団が大衆受けするできもし

ないマニフェストを掲げて大勝したと。今、

自分たちが無責任に言ったことによって首が

締まって立ち往生している。国政の停滞も甚

だしい、こんなはずではなかったと思ってい

ると思います。国民も、民主党の甘い言葉に

飛びついてすばらしい国ができると思って投

票したんですが、成果が出そうにない。それ

どころか、鳩山さんの５億円の脱税、説明な

し。こんなはずではなかったということだと

思います。私個人としては、民主党にも大き

な期待をしておりました。党首討論とかいろ

んな鳩山首相のこれまでの言動から見て、こ

れは頑張ってくれるなと思っていたんですが、

党首討論、小沢幹事長が言い始めて、国政の

重要な点について国民の公開の場で透明性と

いう決まり文句で小沢幹事長がつくったと。

そういう制度なんですけれども、自分らに都

合の悪いこと、例えば党首討論で今は鳩山首

相は自己の疑惑を晴らすべきだ、安全保障と

いう重要なことについて国民に説明すべきだ、

また、経済対策、これについても堂々と自民

党と国政の場でやり合うべきだ。こういうの

が国民目線と思うんですけれども、国民目線

を強調しておられた民主党が、国民目線に立

っていない。自分の都合で何でもかんでも、

何でもありだと。こういうのを世間ではご都

合主義と言います。 

 では、本論に入ります。 

 小中一貫制度について質問します。 

 小中一貫校とは何か、まず定義を伺います。 

 次に、小中一貫校を採用すべしと考える根

拠は何か。 

 １、いじめ、２、モンスターペアレント、

３、不登校、４、学級崩壊、５、学業の修得

等、現在学校が共通して抱えていると言われ

る諸問題と関連づけて説明を願います。 

 ところで、小中一貫校を制度として導入す

る当たり、次のような問題点が指摘されてい

ますが、教育委員会の見解を伺います。 

 １、小中一貫校導入の目的の一つとして、

中学進学時の大きな環境の変化に適切に対応

できず不登校となる生徒が多く、これを最小

限に食いとめることが挙げられています。し

かし、これに対しては子どもたちが多少の障

害は乗り越えるというたくましさを身につけ

るチャンスを奪う結果となり、ひ弱な生徒を

生み出す危険があるとの指摘がありますが、

教育委員会としてはどのような補完手段を用

意していますか。 

 ２、また通学距離が遠くなり、特に小学校

新入生には過重の負担とならないか。 

 ３、さらに児童生徒が交通量の多い国道24

号線を横断しなければならなくなるが、これ

は客観的に子どもたちの生命・身体に対する
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危険が増すことでもあります。教育委員会は

どのように対応するのか伺います。 

 ４、小中一貫を採用することにより、通学

事情が変化し、治安面から危険性を増すおそ

れはないのか。もしあるとすればどのように

対応するのを伺います。 

 ５、また小中一貫は財政事情から教育費を

削減するための方便だとの見方もありますが、

教育委員会の真意を伺います。 

 ６、さらに教師が異動（転校）すれば、長

い目で見守ることができることを理由とする

小中一貫校を採用しても意味がないとの見方

もあるが、教育委員会はどのように釈明する

のか。 

 ７、生徒数が減少している現状を直視する

ならば、まず小・中学校をそれぞれ統合、適

正配置してから、または同時に小中一貫校に

するのが妥当であるとの意見もあるが、小中

一貫校の実現を先行させる教育委員会の意図

はいずこにあるのかを伺います。 

 ８、小中一貫校の実現は、教育を平等に受

ける権利を保障すべきという観点からは、市

内全域に及ぼす必要があると考えるが、この

点について教育委員会の考えを伺います。 

 ９、何ゆえに小中連携型ではなく小中一体

型をめざすのかを伺います。 

 最後に、８年間の部分的小中一貫の上に積

み重ねたこの３年間の橋本小・中学校の全校

的、組織的に行われた小中一貫の成果に対す

る子ども、教師、保護者の評価を伺います。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（森本國昭君）登壇〕 

○教育長（森本國昭君）松浦議員のご質問に

お答えいたします。 

 まず１点目の小中一貫校の定義についての

おただしでございますが、現在の６・３制に

改善を加え、子どもがより良く育ち、学ぶこ

とのできる小・中学校９年間の学びの仕組み

を構築し直した学校であると定義しておりま

す。 

 ２点目の小中一貫校を採用すべしと考える

根拠について、現在学校が共通して抱える諸

問題と関連づけて説明をとのおただしにお答

えをいたします。 

 議員から例示されました数点の問題は、ど

れもが学校教育が解決を願う重要課題でござ

いますが、学級崩壊を例に説明をさせていた

だきます。 

 学級崩壊のほとんどは小学校で起こり、中

学校で起こることはまれでございます。学級

崩壊とは、学級担任の指導が子どもたちに伝

わらず、学習規律や生活態度、生活習慣が大

きく乱れ、子ども集団の学習が成立しなくな

る状況を指します。また、学級崩壊の発生と

ともにいじめの問題や不登校の問題、そして

学力の低下の問題が同時に発生してまいりま

す。さらに、学級崩壊を起こした学年は、上

学年でも繰り返すことがあり、中学校におい

ても学力問題や生徒指導上の問題が引き続く

傾向にあります。こういう状況の中で、学校

と保護者間の信頼関係が築けなかったり、保

護者間のトラブルも発生してまいります。 

 では、学級崩壊の原因として考えられる要

因は何かと申しますと、小１プロブレムとい

う言葉に象徴されるように、幼児教育と小学

校教育のつなぎの失敗にあります。もう一つ

は、学級担任が問題の発生に気づくのが遅れ

ることや問題解決に孤軍奮闘し、抱え込むこ

とにあると考えております。この問題を解決

するには、学級担任が一人で子どもを指導す

るのではなく、できるだけ複数の教員、複数

の目で指導することが必要です。特に小学校

１年生への厚いかかわりが必要になります。 
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 小中一貫校では、連携型に比べよりスムー

ズに小・中学校の教職員が乗り入れ授業をす

ることができます。このことにより、小学校

高学年の授業の中に担任以外の教員が数多く

かかわり、かつ専門性を生かした教科指導に

入ることができます。また、中学校教員が高

学年の指導をすることで小学校低学年、中学

年に小学校高学年の教員が指導に当たること

が可能です。特に、小学校１年生に対するチ

ームティーチングは、小１プロブレムも起こ

させず、学年当初から学校生活へのスムーズ

な移行が図られ、授業規律や基礎学力の定着

を図ることになります。 

 以上のように、学級崩壊を例に挙げ、一貫

校にすべしと考える根拠を述べましたが、

小・中学校の教員が協力して、９年間で達成

すべき目標を設定し、教科学習・生徒指導・

学校行事等のすべてに取り組めることが一貫

校の最大の良さだと考えております。 

 ３点目の小中一貫校を導入するにあたり指

摘されている問題点についての教育委員会の

見解はどうかとのおただしについてお答えを

いたします。 

 まず、小・中学校の間にある段差の解消は、

ひ弱な生徒を生み出すのではないかとの指摘

についてお答えいたします。 

 教育委員会では一貫校にしても入学式や卒

業式、運動会や体育大会などの児童生徒自身

が発達段階に沿ったリーダー性を発揮できる

機会や成長を実感できるよう、小・中学校が

別々に行う学習や体験は必要であると思いま

す。また、段差を低くするという説明がひ弱

な子を育てるというご意見を生むことになっ

ているようでございますが、小学校に教科担

任制を導入すること、また小学生と中学生が

活動を通して交流すること、小・中学校の教

職員が共同研修することなどは、子どもの学

びを保障することや子どもが自ら学ぶ力を身

につけるという観点から取り組んでおり、こ

れらの取り組みは子どものたくましく生きる

力を育むものであることをご理解いただきた

いと思います。 

 次に、通学距離が遠くなることが小学校新

入生に過重負担にならないかという指摘につ

いてお答えいたします。 

 徒歩通学や集団登校は、児童生徒の健康を

促進するだけでなく、学びにとっても大切で

あると考えております。しかし、距離や地形

の問題も検討し、ご指摘いただいている低学

年児童にとって大き過ぎる負担は軽減できる

よう考えたいと思います。 

 次の交通量の多い国道24号線の横断は危険

が増すとのご指摘でございますが、配慮すべ

きであると考えます。安全面での配慮として、

通学路を再検討すること、歩道橋の活用を図

ることが必要です。特に、市役所前の交差点

については、児童生徒の安全をより確保する

よう、歩車分離信号の設置など、警察署と協

議しているところでございます。 

 次の小中一貫校になれば治安面の危険性が

増すとの指摘でございますが、このことは中

学生の問題行動などが小学生に悪影響を及ぼ

すのではないかという不安であろうかと思い

ますが、小中一貫校の精神には、９年間の義

務教育の課程の中で、子どもの学力、体力、

そして何よりも異年齢集団の活動を通しての

人の心、人間関係能力を育てることを掲げて

おります。さまざまな問題の起こることのな

いように、小学生と中学生の不要な交わりが

ないよう、全力を尽くします。 

 また、問題が発生した場合は、大事な学習

機会として指導し、すぐれた大人として巣立

っていけるよう教育に当たりたいと考えます。 

 次の小中一貫は財政事情から教育費を削減

するための方便だという見方があるというご

指摘でございますが、教育委員会のこれまで
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の説明を通じて、いまだにそういう指摘があ

るとすれば、説明の不十分さを感じずにはい

られません。教育委員会では、児童生徒の教

育の問題をまず財政ありきで語ろうなどとい

う気持ちは全くありません。 

 次に、小中一貫の連続性は教員の異動があ

れば意味がないとの指摘でございますが、確

かに兼務教員が異動すれば、教科担任制の継

続性は保たれませんが、小中一貫教育は学校

運営全体にかかわる理念であり、９年間を見

通した教科カリキュラムや授業づくり、小・

中学校の教育目標や学校風土は、教員の異動

によって壊れるものではありません。一貫校

の成果が十分生かせるよう人事異動に配慮し

つつ、市内全体で小中一貫教育が推進できる

よう努めてまいります。 

 次に、生徒数の減少が見込まれている橋本

小・中学校を一貫校にしても適正規模が保た

れないが、それでもなお一貫校にする意図は

どこにあるのかとのご指摘についてお答えを

いたします。 

 小中一貫教育も適正規模・適正配置の検討

も、児童生徒にとってより良い教育環境を整

備することにより、少子化のみならず現在抱

えている児童生徒の学力、体力の課題、生徒

指導上の課題等を解決し、児童生徒の健やか

な成長を願う取り組みでございます。小中一

貫教育という質的な取り組みと一定規模の教

育環境整備を行う適正規模・適正配置の取り

組みの両方が効果的に実施できればよいので

すが、児童生徒の現実の問題から、９年間の

義務教育をつなぐことの重要性をまず優先し、

橋本小・中学校では平成19年度から小中一貫

教育の研究に取り組んでいるところです。将

来的には市内全域で学校統廃合も現実的な問

題になってきますが、それを待っていては小

中一貫教育の実践は停滞してしまいます。子

どもにとってすぐれた教育理念であることを

市民の皆さんに理解いただき、一貫教育を進

めるべきであると判断しております。 

 次の小中一貫校の実現は教育を平等に受け

る権利を侵すのではないかとのご指摘でござ

いますが、現在も橋本市立小・中学校では中

学校区ごとに可能な範囲で小中一貫教育の理

念を生かすよう取り組みを進め、さらにより

良いものにするため研究しております。小中

一貫教育が効果的に行われる環境の第一は、

教職員の意識改革と授業力の向上にあります。

現時点で市内の小・中学校を一斉に一貫校に

移行しても、仏つくって魂入れずという状況

を生み出し、マイナスの影響を与えかねませ

ん。橋本小中一貫校を先行させ、すぐれた実

績をお示しし、保護者や地域の方々の理解を

得ながら、円滑な一貫校へと移行させたいと

考えております。 

 最後に、子ども、教員、保護者の評価につ

いてのおただしにお答えいたします。 

 子どもは何よりも複数の教員に指導しても

らえることをプラス面で評価しております。

また、チームティーチングで個々の学習状況

に応じてこれまで以上にきめ細かく対応して

くれることを評価しております。保護者につ

いては、小中一貫教育の理念や内容について

の理解はしていただけていると感じておりま

す。また、橋本小・中学校の教職員の願いや

小中一貫教育に対する意欲についても評価い

ただいていると確信をしております。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君、再質問

ありますか。 

 この際、４番 松浦君の再質問を保留し、

午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時51分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議
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を開きます。 

 ４番 松浦君、再質問ありますか。 

 ４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）お答えありがとうござ

いました。一つ一つお伺いします。 

 学級崩壊の原因について説明していただい

たんですけれども、そこでまず小１プロブレ

ムと、幼稚園と小学校のつなぎが悪いという

お話なんですけれども、この点についてきょ

うは質問は控えますが、このつなぎの悪いの

をよくするというか、そういうこともやって

いただかんと、両方相まって真っ当な教育と

なると思いますので、そこだけ抜ければ具合

が悪いと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 学級崩壊の原因につきましても、学級担任

が問題発生に気づくのが遅れるとか、孤軍奮

闘で抱えこむと、そういう原因を挙げられて

おりますが、それだけが学級崩壊の原因では

ないと思うんです。さらに、いじめとかモン

スターペアレント、学業の修得、不登校、共

通の部分もあると思いますが、これらの原因

が学級崩壊がすべてではない。学級崩壊の原

因自体もさまざまであると。 

 そこで、私の理解を深めるために一つ一つ

について、小中一貫校を実現すればこういう

利益があるんだということを、抽象的ではな

くて具体的に、教育委員会が考えておられる、

あるいは体験から得たという利点を説明いた

だきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）小中一貫校にするこ

とで、中学校の先生が小学校へ指導できると

いう、そういうことが中心でございます。そ

ういうことで、中学校の先生が行くことにつ

いて、小学校の先生がその分だけ低学年の学

級担任プラス学習指導も複数でいけると。そ

ういうことから、学級担任が一人で子どもを

指導するのではなくて、複数の教員で指導で

きると、そういうプラス面がございます。小

学校は中学校と違いまして、中学校は教科担

任制でございます。国語なら国語の先生、数

学は数学の先生とある学級へ行くわけですが、

小学校は一人の担任がすべて担当するわけで、

何か起こってもつい私だけの責任だというこ

とで自分一人で抱え込んでしまうと。皆に相

談しない、そういう面があるわけです。それ

で、いろいろ問題が大きくなってどうにもな

らなくなってから学校にわかってくると。そ

ういうことから、学級崩壊も起こってくるわ

けでございます。 

 それと、モンスターペアレントということ

で、以前土井議員からご質問がございました。

その答弁で、橋本市ではモンスターペアレン

トは、その言葉はいやですけれども、そうい

う保護者はいないということを答弁させてい

ただきました。やはり保護者はいろいろ議論

があるわけで、そういう理由を先生がきっち

りと聞いていないからそういう問題が起こる

わけでございまして、先生が余裕を持って保

護者ともかかわっていくと。そういうことが

学級崩壊にもつながらないし、生徒指導面、

いろいろな面でマイナスにならないと、そう

いうことでございます。結局、中学校の先生

が小学校へ行くことによって、小学校の先生

が複数で子どもたちの授業等を指導できると、

そういうことが一番の大事な点だと思うわけ

でございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）９年間を見通してとい

うお話でしたら、学校と保護者との関係とい

う視点からはどういう利点がありますか。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）学校と保護者という

問題につきましても、やはり９年間いろいろ

あるわけでございますけれども、余裕を持っ

－81－ 



た先生方が親といろいろの話し合いができる

と、そういうことになろうかと思います。９

年間を見通してやっていけると思うわけでご

ざいます。 

 それで、９年間を通して４・３・２等分け

ていくわけでございますけれども、やはりふ

さわしい時期にふさわしい方法でふさわしい

内容で指導をしていくわけでございまして、

保護者とも余裕ができていろいろ懇談ができ

て協議もしていけるということでございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）不登校とかいうのも、

小中一貫の中で不登校を見つけやすいとか、

それに対して対応しやすいとか、一人で抱え

込まない効果ということでとらえてよろしい

んですか。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）小学校から中学校へ

行くときには段差があるということをよく言

われますけれども、小学校からいったら３倍

の不登校が起きる、それは事実でございまし

て、まず中学生での不登校が減るという事実

がございます。それと、小学校でもやはり不

登校というのは子どもといろいろ話し合いを

するということ、そういうつながりを持つこ

とが一番大事でございます。小学校の先生は

やはり大変忙しい状態でございますので、複

数の児童一人ひとりをよく見ると。交換日記

をしたり、いろいろな面で子どもをよく知る

ということにつながり、不登校もなくなると。

また、保護者とも初期的な段階で家庭訪問を

したり、そういうことで不登校が減ってくる

ように思うわけでございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）そしたら、ひ弱になる

という点については、そういう対処法という

こともあるということはわかったんですけれ

ども、２番目の低学年児童にとっては大き過

ぎる負担は軽減できるように考えますとの答

弁がありましたが、具体的にどういうことを

考えておられるんですか。 

 低学年児童にとって大き過ぎる負担は軽減

すると。要するに遠距離になったら、遠くな

るので一、二年生にとって負担が大きいので

はないかということの質問をしたんですけれ

ども、低学年児童にとって大き過ぎる負担は

軽減できるように考えますとの答弁をいただ

きましたが、具体的に、抽象的にはこれで通

るんですけれども、具体的にどういう手段を

考えておられるかを伺います。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）体力をつけるために

もできるだけ歩くということは大事でござい

ますけれども、特に地理的、原田の子どもで

あれば大変帰りは坂道でもございます。そう

いった点、やはり限度がございますので、コ

ミュニティバス等いろいろの方策を今後考え

ていきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）小中一貫を実現するま

でに、具体的に安全というか、過重負担をし

ないような方策を考えていただきたいと思い

ます。 

 次に歩道橋の活用、歩車分離信号の設置を

考えているとの答弁、通学の危険性の除去で

すね、24号線の横断ということでの答弁です

が、歩車分離信号をわかりやすく説明してい

ただけませんか。それから、押しボタン式と

かそういうことなんでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）歩車分離信号につ

いての説明をさせていただきます。これは先

ほど答弁もさせてもらった中では警察署のほ

うへ要望も出させてもらっておるんですけれ

ども、特に道路状況に合わせた対応が、歩車

分離信号というのは可能だと聞いております。
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完全分離の歩車分離信号、それから不完全分

離、それから定時式、随時式、これは押しボ

タンになると思うんですけれども、いろんな

歩車分離信号の対応があると聞いております。

信号時間の調整等々、道路状況に合わせてオ

リジナルな分離信号の設計が可能ということ

を聞いております。例えば、子どもたちが通

学する通学路で車が多い交差点では完全分離、

車が少ない交差点では不完全分離というよう

な形態をとっておる信号がございます。そう

いうことで、通学時間によりまして、従来の

信号機と時間で使い分けるなど、多種多様な

対応が可能と聞いております。橋本市では小

中一貫をするために、24号線を渡る市役所前

の信号については以前から警察署とも協議を

重ねております。この点については上部機関

のほうへ橋本警察署から伝達していただいて、

今検討を加えていただいているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）児童生徒の安全を機械、

信号とかそういうのに任せるということもわ

かるんですけれども、保護者や地域の方々、

また中学生の協力も組み合わせて小学生を守

るという方策を考えることはできないのでし

ょうか。検討していただけますか。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）もちろん教職員、保

護者、地域の方々、皆さま方の協力を得まし

て、子どもたちの安全に対することについて

は大いにやっていただきたいと、そういうよ

うに思います。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）特に中学生の協力とい

うのは、社会参加を通じて教育上大きな意義

があると思いますので、強制ではなくて自主

的に参加する生徒を十分に活用していただく

ような方策を考えていただきたいと思います。 

 特に４番なんですけれども、治安面、小学

生の危険性を除去するということで、中学生

の小学生に対する不当行為が発生しないよう

に最善を尽くしてもらうのは当然ですが、万

一生じた場合は教師だけでは適正な対応がで

きないのではないかと。ためらわず警察と連

絡して適正な解決を図るべきであると考えま

す。問題が発生した場合には大事な学習機会

として指導し、すぐれた大人として巣立って

いくよう教育に当たりたいという答弁をいた

だいたんですけれども、甘くはないですかね。

やはり今、学校で暴力、先生も被害者になる

というような場面もある中で、大事な機会と

とらえてすぐれた大人として巣立っていける

ような教育に当たりたいと。これが本当にで

きるんであればすばらしいんですけれども、

今学級崩壊というのも散見されるという事情

のもとでは、教職員の力だけではどうしよう

もないというような場面もあるんではないで

すか。そのような場合には、ためらわずに警

察とも協議して、きちんとした対応をしてい

ただきたいと思うんですけれども、その辺の

覚悟はありますか。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）学校では生徒指導の

問題が、普通の学校ではあるわけでございま

すけれども、まずその処置としまして、教師

が指導し、保護者も来て指導し、また内容に

よっては議員の言われるように警察のお世話

になってすることもその本人のためでもござ

いますので、その内容によってはそういう場

合もあり得るかと思います。今までからもそ

ういうことがございましたので、どの学校に

おきましてもそういう点は厳しくやっていき

たいと思います。 

 いろいろ生徒指導にもあるわけですが、そ

ういうことを体験することで、やはりそれが
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教育につながるということもございますので、

そういう点も大事にしながら、厳しい点は厳

しくやっていきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）５番ですけれども、小

中一貫は財政事情からそういうことを言うん

じゃないという気持ち、真意はわかりました。 

 ６番、さらに教師が異動（転校）すれば長

い目で見守れない、これもそれの不利益が発

生しないように異動を配慮するということも

わかりました。 

 ７番ですけれども、生徒数が減少している

中でという、この７番のなぜ適正配置してか

らしないのかと。小中一貫、同時にやるべき

ではないかという質問に対して、適正配置を

実現する学校の統廃合を待っていては小中一

貫の実践は滞ってしまうとの答弁なんですけ

れども、これは統廃合するのは時間がかかる

という意味だと思うんです。その理由、統廃

合に時間がかかると、一緒に並行してやって

いけない、その理由を聞かせていただきます。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）小中一貫教育という

質的な取り組みと適正規模・適正配置の教育

環境整備を行ういろいろな取り組みがあるわ

けですけれども、児童生徒の現実の問題から

して、９年間の義務教育をつなぐことの重要

性がまず大事であろうと。そういうことでま

ず優先させていただきまして、今後、もう３

年間やらせていただいたわけです。それを一

番大事な点を先にさせていただきまして、適

正規模につながる取り組みを次にしていきた

いと、そういうふうに考えております。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）統廃合は時間がかかる

と考えていることを前提としておられるんで

すけれども、時間がかかる理由、こういう理

由で統廃合というのは時間がかかるんだと、

それを聞かなければ、すぐできるんだったら

一緒にしたらいいと、こういう話になると思

うんですけれども。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）やはり昔からの地域

のつながりというのがございます。そういっ

た点で、以前も学文路と橋本の橋ができたと

きに、学文路中学校の会長さんが飛んできま

して、こういうことで合併するといううわさ

があるけれどもどうなのかということで３回

ほど来たわけでございますけれども、それは

うわさでございました。そういった状況から

見ましても、やはり昔からの地域のつながり

ということが大変大事ということ等々、大変

だと思うわけでございます。そういうことか

ら、９年間の義務教育をつなぐことの重要性

を先にして、そうでないと統合するというこ

とはそういう面から遅くなるのではないかと

いうことを考えまして、まず子どもたちの大

事な点を先に優先して行いまして、その後統

合にしたらどうかということでございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）９番、最後の質問です

けれども、８年間の部分的、これの今までの

実績についての教師、保護者、子どもの評価

を伺いましたけれども、具体的にこういう点

がよかったということを示していただければ

ありがたいですが。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）まず平成21年度の全

国学力状況調査結果から見ましても、３年間

取り組んでまいりました各教科、領域とも県

あるいは全国の正答率よりも、橋本小学校６

年を見ましてもすべて高くなってございます。 

 それと、五、六年生の児童のアンケートを

とったわけでございます。これは21年６月30

日にとったアンケートでございますけれども、

中学校の先生が来てくれてよくなった点は、
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授業がはかどるし２人だと先生の目が全体に

行き届くことですとか、体育の先生が明るく

ておもしろいので運動が楽しくできた、それ

から中学校の厳しさなどを教えてくれるから

いいと思います、中学校の先生が専門的なこ

とを教えてくれて小学校の先生がわかりやす

くサポートしてくれることが大変良いことで

すとか、中学校の先生から小学校では教えて

もらわないことも教えてもらえるのでとても

いいとか、いろいろいっぱいあるわけですが、

いいことばかりでもございませんので、いい

ことばかり言うとアンケートになりませんの

で、悪い点は、黒板に書く字をもうちょっと

大きくしてほしい、もう少し美しく字を書い

てほしいとか、もっと色をつけてほしいとか、

そういう黒板の字の内容のちょっと悪い点が

あります。中にも教える速さが速いから、も

うちょっとゆっくりとしてほしい、ときどき

スピードについていけなくなるからとか、そ

ういう答えもございます。 

 それから、現在小学校から中学校へ美術科、

技術科、家庭科、そういう先生が橋本小学校

におられます。美術科は中学校で週１時間で

ございますので、担当の先生は持ち時間が少

ない。そういう美術科の先生が橋本小学校に

籍を置いております。そういうことで、橋本

中学校には美術科の先生はいないんですけれ

ども、美術科の先生の分を主要教科の先生を

入れられると。家庭でも一緒ですけれども。

そういうふうな利点もございまして、橋本中

学校もうまくいける。それから美術科は専門

の先生ですので学校で専門性を教えてくれる。

もちろん美術の先生は橋本小学校に籍がある

わけですけれども、中学校でも指導に行って

おられるわけです。 

 逆に、中学校から小学校へ理科、保健体育、

音楽、算数、社会、英語科も橋本中学校から

橋本小学校へ本年度から５年生、６年生が来

年度から出るわけですけれども、総合的な学

習で英語を教えております。そういうことで、

いろいろ評価がございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）先生方からの感想とい

うか評価というのはいかがでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（森本國昭君）まず中学校の先生は、

確かに美術科、家庭科、音楽の先生が小学校

へ行ってくれておるので、その点主要教科が

増えると、教科担任が、それで先生方も充実

した授業ができるということ。小学校からは、

中学校から小学校へ先生方が来てくれますの

で、担任は別ですけれども、複数のチームテ

ィーチング的な授業ができて、本当に喜んで

くれております。充実した、一人の指導者だ

けではなしに複数の先生によって複数の目で

きめ細かな授業ができていると、そういうこ

とでございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）何しろ初めての一体化

の小中一貫なので、いろいろと問題も起こる

と思うんですけれども、まず教育者という観

点から適切に対応していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 質問を終わります。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、４番 松

浦君の一般質問は終わりました。 
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